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ま
た
、e

-Ta
x

は
１
月
16
日
午
前

８
時
30
分
か
ら
３

月
15
日
ま
で
は
24

時
間（
通
常
は
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
月
曜
日
か
ら

金
曜
日
の
午
前
８

時
30
分
か
ら
午
後

９
時
ま
で
）利
用

で
き
、
税
務
署
が
閉
庁
し
て
い
る
時
間
帯
で
も
利
用

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
期
間
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、e

-Ta
x

の
利
用
に
は「
電
子
証
明
書
が
格

納
さ
れ
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」（
市
役
所
市
民

課
で
発
行
）と
、
こ
れ
を
読
み
込
む
た
め
の
装
置「
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
」が
必
要
で
す
。

▼ e
-Tax

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝S

h
ttp
://w
w
w
.e
-tax.

n
ta
.g
o
.jp

　

確
定
申
告
は「
申
告
者
自
ら
が
、
正
し
い
申
告
と

納
税
を
行
う
」と
い
う
趣
旨
か
ら
、
確
定
申
告
書
を

自
分
で
作
成
し
て
申
告
す
る「
自
書
申
告
」を
推
進
し

て
い
ま
す
。「
確
定
申
告
書
の
手
引
き
」(

豊
田
税
務

署
、
市
役
所
税
務
課
、
サ
ン
ネ
ッ
ト
で
配
布)

を
参

考
に
す
る
と
、
簡
単
に
作
成
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご

自
分
で
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
書
を
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
で
き
ま
す

　

パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
て

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
申
告
書
を
作
成

す
る
と
、
面
倒
な
計
算
は
自
動
で
計
算
さ
れ
、
簡
単

に
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
は

プ
リ
ン
タ
ー
で
出
力
し
、
添
付
書
類
と
併
せ
て
税
務

署
へ
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

確
定
申
告

　

確
定
申
告
と
は
、
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
一
年
間
の
所
得
と
、
そ
れ
に
対
す
る
税
金
を

自
分
自
身
で
正
し
く
計
算
し
、
申
告
・
納
税
す
る
手
続
き
の
こ
と
で
す
。　

　

確
定
申
告
に
は
、
税
金
を
納
め
る
場
合
と
、
戻
し
て
も
ら
う
場
合（
還
付
）の
２
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
、

事
業
を
経
営
す
る
人
の
他
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
年
金
の
受
給
者
な
ど
も
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ご
自
分
で
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
な
い
か
を
確
か
め
、
申
告
が
必
要
な
人
は
、
お

早
め
に
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
年
の
申
告
・
相
談
期
間
は

２
月
16
日（
木
）か
ら
３
月
15
日（
木
）ま
で
で
す
。

●
確
定
申
告
書
の
作
成

申
告
は
お
早
め
に
！

だ
さ
い
。

▼ 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝S

h
ttp
://w

w
w
.n
ta
.

g
o
.jp

●
提
出
は
郵
送
な
ど
で
も
可

　

申
告
期
間
中
は
、
申
告
会
場
が
大
変
混
雑
し
、
長

時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
で

作
成
し
た
申
告
書
は
、
郵
送
な
ど
で
豊
田
税
務
署
へ

提
出
で
き
ま
す
。
ま
た
、
２
月
16
日（
木
）か
ら
３
月

15
日（
木
）ま
で（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）の
確
定
申
告

期
間
中
は
、
税
務
課
窓
口
と
サ
ン
ネ
ッ
ト
で
も
提
出

を
受
け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、
窓
口
で
の
申
告
相
談

や
申
告
書
の
記
載
内
容
の
確
認
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼ 

宛
先
＝
〒
４
７
１

－

８
５
２
１　

豊
田
市
常
盤
町

一
丁
目
１
０
５

－

３　

豊
田
税
務
署

●e

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

-Ta
x

申
告
・
納
税　

　

確
定
申
告
もe

-Ta
x

を
利
用
す
る
こ
と
で
、
自

宅
や
オ
フ
ィ
ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
申
告
・
納

税
が
で
き
、
税
務
署
に
出
掛
け
る
手
間
が
省
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
税
務
課
市
民
税
係

☎（
32
）８
０
０
３　

N（
32
）２
５
８
５

Sh
ttp
://w

w
w
.c
ity.a

ic
h
i-m
iyo
sh
i.lg
.jp
/

　

so
sh
iki/sh

im
in
se
ika
tsu
/ze
im
u
.h
tm
l

●
申
告
書
は
自
分
で
作
成

▲久野市長もe-Tax で確定申告
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●
確
定
申
告
が
必
要
な
人

1
給
与
所
得
者（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
通
常
、
毎
月
の
給
与
か
ら
所
得

税
が
源
泉
徴
収（
天
引
き
）さ
れ
、
年
末
調
整
に
よ
り

精
算
さ
れ
る
た
め
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
次
の
項
目
に
該
当
す
る
人
な
ど

は
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①   平
成
23
年
中
の
給
与
収
入
が
２
、０
０
０
万
円
を

超
え
る
人

② 

１
カ
所
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人
で
、
給
与
所

得
お
よ
び
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の
合
計
金
額
が

20
万
円
を
超
え
る
人

③ 

２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
て
、
年
末
調

整
を
受
け
な
い
従
じ
ゅ
う
た
る
給
与
の
収
入
と
給
与
所
得

お
よ
び
退
職
所
得
以
外
の
所
得
と
の
合
計
金
額
が

20
万
円
を
超
え
る
人

④ 

同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親
族
で
、
そ
の
同
族
会

社
か
ら
の
給
与
の
他
に
、
貸
付
金
の
利
子
、
店
舗
・

工
場
や
土
地
な
ど
の
賃
貸
料
、
機
械
・
器
具
の
使

用
料
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
人

2
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
を
超

え
る
人
、
ま
た
は
年
金
以
外
の
他
の
所
得
の
合
計
金

額
が
20
万
円
を
超
え
る
人（
こ
の
場
合
で
な
く
て
も
、

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人
は
確
定
申
告
が
必
要
で

す
。
な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
は
税
金
が

か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
年
金
の
収
入
金
額
に
含
め
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

3
個
人
の
事
業
経
営
者
な
ど

　

所
得
の
合
計
金
額
が
所
得
控
除
の
合
計
金
額
を
超

え
る
場
合
で
、
そ
の
超
え
る
額
に
対
す
る
税
額
が
、

配
当
控
除
額
と
年
末
調
整
の
住
宅
借
入
金
等
控
除
額

の
合
計
額
を
超
え
る
人

4
譲
渡
所
得
の
あ
っ
た
人

　

土
地
や
建
物
、
そ
の
他
の
資
産
を
売
っ
て
利
益
を

得
た
人

1
か
ら
4
共
通

▼ 

必
要
書
類
＝
印
鑑（
朱
肉
を
使
用
す
る
も
の
）、
収

入
や
経
費
の
分
か
る
書
類（
申
告
の
内
容
に
よ
り
、

源
泉
徴
収
票
の
原
本
、
事
業
の
収
支
明
細
書
や
帳

簿
書
類
な
ど
）、
社
会
保
険
料
控
除
・
生
命
保
険
料

控
除
・
地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る
人
は
払
込
証

明
書
、
還
付
を
受
け
る
人
は
本
人
名
義
の
振
込
口

座
の
分
か
る
も
の

※
平
成
22
年
分
の
確
定
申
告
を
し
た
人
で
申
告
書
の

控
え
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
参
考
と
し
て
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

●
確
定
申
告
を
す
る
と
税
金
が
戻
る
人

　

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
人
で
も
、
申
告
を

す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
戻
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
還
付
申
告
は
、
そ
の
年
の
１
月
１
日

以
後
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
対
象

と
な
る
年
分
に
お
い
て
確
定
申
告
を
し
て
い
な
い
場

合
は
、
そ
の
翌
年
の
１
月
１
日
か
ら
５
年
以
内
で
あ

れ
ば
、
い
つ
で
も
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

1 

平
成
23
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用

し
て
、
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築
、
購
入
、
ま

た
は
増
改
築
し
た
人

▼ 

必
要
書
類
＝
住
民
票（
本
人
の
み
）、
家
屋
の
登
記

事
項
証
明
書（
法
務
局
へ
請
求
）、
家
屋
の
売
買
契

約
書（
建
築
工
事
請
負
契
約
書
）の
写
し
、
住
宅
取

得
資
金
に
か
か
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書

お
よ
び
次
の
①
か
ら
④
に
該
当
す
る
書
類

①  

土
地
の
ロ
ー
ン
が
あ
る
人
…
敷
地
の
登
記
事
項
証

明
書（
法
務
局
へ
請
求
）、
敷
地
の
売
買
契
約
書
の

写
し

② 

増
改
築
の
場
合
…
建
築
確
認
通
知
書
の
写
し
、
検

査
済
証
の
写
し
、
増
改
築
工
事
証
明
書
の
い
ず
れ

か
③ 

債
務
の
承
継
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
債
務
を
有

す
る
場
合
…
債
務
の
承
継
に
係
る
契
約
書
の
写
し

④ 

中
古
住
宅
で
地
震
に
対
す
る
安
全
上
必
要
な
構
造

方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
、
ま
た
は
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
に
適
合
す
る
場
合
…
耐
震
基
準
適
合
証

明
書
、
ま
た
は
住
宅
性
能
評
価
書

2 
平
成
23
年
中
の
医
療
費
の
支
払
い
が
多

額
な
人

　

平
成
23
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
額
か
ら
、
保

険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

が「
10
万
円
」、
ま
た
は「
総
所
得
金
額
等
の
５
％
」

の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
を
超
え
る
場
合
に
医
療
費

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た「
支
払
っ
た
医
療
費
」と
は
、
そ
の
年
中
に
既

に
支
払
っ
た
医
療
費
を
い
い
ま
す
。
未
払
い
と
な
っ

て
い
る
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
支
払
っ
た
年

の
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼ 

必
要
書
類
＝
医
療
費
の
領
収
書（
医
療
機
関
ご
と

に
支
払
い
額
の
一
覧
表
を
作
成
）、
保
険
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
分
か
る
も
の

3 
平
成
23
年
中
に
住
宅
の
耐
震
改
修
を
し
、

「
住
宅
耐
震
改
修
証
明
書
」の
発
行
を
受

け
て
い
る
人

　

住
宅
の
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
か
ら
国
ま
た
は

地
方
公
共
団
体
か
ら
の
補
助
金
を
控
除
し
た
額
の
10

●
所
得
税
の
確
定
申
告



5

　

扶
養
控
除
の
見
直
し
に
伴
い
、
16
歳
未
満
の
扶
養

親
族
に
対
す
る
扶
養
控
除（
38
万
円
）が
廃
止
さ
れ
ま

し
た（
た
だ
し
、
申
告
書
に
は
16
歳
未
満
の
扶
養
親

族
も
記
入
が
必
要
）。
ま
た
、
16
歳
以
上
19
歳
未
満

の
特
定
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部
分

（
25
万
円
）が
廃
止
さ
れ
、
扶
養
控
除
の
額
が
38
万
円

と
な
り
ま
し
た
。

　

扶
養
控
除
を
申
告
す
る
人
は
次
の
こ
と
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

① 

扶
養
親
族（
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
も
含
む
）が
他

の
納
税
義
務
者
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
な
い
か

（
複
数
の
人
の
扶
養
に
は
入
れ
ま
せ
ん
）

② 

控
除
対
象
扶
養
親
族（
16
歳
以
上
）の
所
得
が
38
万

円
を
超
え
て
い
な
い
か（
例
え
ば
、
給
与
収
入
な

ら
ば
１
０
３
万
円
、
年
金
収
入
が
65
歳
以
上
な
ら

ば
１
５
８
万
円
、
65
歳
未
満
な
ら
ば
１
０
８
万
円

で
所
得
が
38
万
円
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
所

得
な
ら
ば
、
収
入
金
額
か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引

い
て
38
万
円
を
超
え
る
所
得
が
あ
れ
ば
、
扶
養
控

除
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
複
数
の
収
入
が

あ
れ
ば
そ
れ
ら
の
各
所
得
金
額
の
合
計
額
が
38
万

円
を
超
え
て
い
る
場
合
は
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
）

2
同
居
特
別
障
が
い
者
加
算
の
変
更

　

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養
控
除
の
廃

止
に
伴
い
、
今
ま
で
扶
養
控
除
の
額
に
加
算
さ
れ
て

い
た
同
居
特
別
障
が
い
者
加
算（
35
万
円
）を
、
特
別

障
が
い
者
控
除
の
額
に
加
算
す
る
よ
う
に
変
更
さ
れ

ま
し
た
。

3
配
偶
者
の
パ
ー
ト
収
入
に
つ
い
て

　

パ
ー
ト
収
入
と
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
、

税
金
と
の
関
係
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

％
相
当（
最
高
20
万
円
）の
税
額
控
除
を
受
け
ら
れ
ま

す
。

▼ 

必
要
書
類
＝
住
宅
耐
震
改
修
証
明
書（
市
役
所
建

築
指
導
課
で
発
行
）、
住
宅
耐
震
改
修
特
別
控
除

額
の
計
算
明
細
書
、
住
民
票（
本
人
の
み
）、
家
屋

の
登
記
事
項
証
明
書（
法
務
局
へ
請
求
）

4
災
害
や
盗
難
な
ど
に
遭
っ
た
人

▼ 
必
要
書
類
＝
領
収
書
、
被
災
証
明
書
な
ど（
詳
し

く
は
豊
田
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

 5 
平
成
23
年
中
に
中
途
退
職
し
、
再
就
職

し
て
い
な
い
た
め
に
年
末
調
整
を
受
け

て
い
な
い
人

1
か
ら
5
共
通

▼ 

必
要
書
類
＝
源
泉
徴
収
票
の
原
本
、
本
人
名
義
の

振
込
口
座
の
分
か
る
も
の
、
印
鑑（
朱
肉
を
使
用

す
る
も
の
）、
税
務
署
か
ら
郵
送
さ
れ
た
申
告
書

が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
申
告
書

●
そ
の
他

1
扶
養
控
除
に
つ
い
て

区分 扶養親族の所得判定法

給与収入のある人 給与収入ー65万円＝❶

年金収入のある人

65歳未満の人
年金収入ー70万円＝❷
65歳以上の人
年金収入ー120万円＝❷

その他の収入のある
人

収入金額ー必要経費＝❸

❶❷❸の合計額が38万円を超える人は扶養控
除の対象となりません

■扶養控除対象の適否

●
申
告
が
必
要

な
人

　

平
成
24
年
１
月

１
日
現
在
で
み
よ

し
市
に
住
所
が
あ

り
、
平
成
23
年
中

に
所
得
が
あ
っ
た

人
。
な
お
、
平
成

24
年
１
月
２
日
以

降
に
み
よ
し
市
へ

転
入
し
た
人
は
、

転
入
前
の
市
町
村

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万

円
を
超
え
な
い
た
め
に
、
確
定
申
告
が
必
要
な
い
人

で
、
各
所
得
控
除
の
あ
る
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
は
、
収
入
が
遺
族
年
金
な
ど
の
非
課

税
所
得
の
み
や
無
収
入
の
場
合
で
も
、
保
険
税（
料
）

の
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
申
告
が
必
要
で
す
。

●
申
告
の
必
要
が
な
い
人

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

② 

所
得
が
給
与
所
得
ま
た
は
公
的
年
金
の
み
で
、
勤

務
先
な
ど
か
ら
み
よ
し
市
に
給
与
支
払
報
告
書
・

公
的
年
金
等
支
払
報
告
書

な
ど
が
提
出
さ
れ
て
い
て
、

年
末
調
整
や
扶
養
の
届
け

を
し
て
、
所
得
税
が
精
算

さ
れ
て
い
る
人

●
市
・
県
民

税
の
申
告

～申告はお早めに～確定申告～特 集

妻のパート
収入金額

夫の配偶者控
除の適用

夫の配偶者特
別控除の適用

妻の所得税の
課税の有無

103万円以下 受けられる 受けられない 課税されない

103万円超
141万円未満

受けられない 受けられる 課税される

141万円以上 受けられない 受けられない 課税される

※配偶者特別控除は夫の合計所得が 1,000 万円を超える
年は受けることができません。

■配偶者（妻の場合）のパート収入
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申告相談 無料税務相談
（税理士会主催）

み
よ
し
市
役
所

（
研
修
室
）

豊
田
市
福
祉
セ

ン
タ
ー

豊
田
市
福
祉
セ

ン
タ
ー

1/28 土 年・医
29 日 年・医
30 月
31 火
2/1 水
2 木 年
3 金 年
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水 住
9 木 住
10 金 住
11 土
12 日
13 月 ◎
14 火 ◎
15 水 ◎
16 木 △※1 ◎
17 金 △ ◎
18 土
19 日 ◎
20 月 △ ◎
21 火 △ ◎
22 水 △ ◎
23 木 △ ◎
24 金 △ ◎
25 土
26 日 ◎
27 月 △ ◎
28 火 △ ◎
29 水 △ ◎
3/1 木 △ ◎
2 金 △ ◎
3 土
4 日
5 月 △ ◎
6 火 △ ◎
7 水 △ ◎
8 木 △ ◎
9 金 △ ◎
10 土
11 日
12 月 △ ◎
13 火 △ ◎
14 水 △ ◎
15 木 △ ◎

■確定申告相談・説明会日程

月日

会場

説明会 必要なもの

年金受給者
説明会

公的年金の源泉徴収票、国民健康保険税(料)など社会
保険料の年間支払額を証明するもの、生命保険料控除
証明書や地震保険料控除証明書、平成22年分の申告を
した人はその申告書の控え、給与・公的年金以外の収入
のある人は、その所得金額が計算できる資料

住宅借入金
特別控除な
どの還付申
告会

住民票の写し、家屋の登記事項証明書、家屋の売買契
約書・請負契約書のコピー、住宅取得資金に関わる借入
金の年末残高等証明書
※敷地などのローンについて控除の適用を受ける場合
には敷地の登記事項証明書および契約書のコピー。
※認定長期優良住宅に該当する場合、認定通知書の写
しおよび住宅用家屋証明書またはその写し。
※増改築などの場合は建築確認済証の写し、または増
改築等工事証明書
※平成23年6月30日以後に住宅の取得などの契約を締
結した場合で、その住宅の取得などに関して補助金な
どの交付または住宅取得等資金の贈与の特例の適用を
受けているときは、交付を受ける補助金などまたは住
宅取得等資金の額を証する書類またはその写しも添付

医療費控除
説明会

医療費の領収書(医療機関ごとに一覧表を作成するこ
と )、保険などで補てんされる金額の分かるもの

共通
給与などの源泉徴収票、振り込み口座の分かるもの(本
人名義 )、印鑑（朱肉使用のもの）、電卓、筆記用具、税
務署から確定申告書が送られてきた人はその確定申告書

■各相談・説明会に必要なもの

※消費税の相談については、3月16日から31日までの間
は豊田税務署で行います。（土・日曜日、祝日を除く）
【表中の記号説明】
◎＝所得税・消費税の申告相談
△＝給与所得者・年金受給者の申告相談
年＝ 年金受給者説明会
医＝医療費控除説明会
住＝住宅借入金特別控除などの還付申告会
※1…2月16日に限り、豊田税務署員も相談を受けます。
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●みよし市役所申告会場 　☎ (32)8003　N(32)2585

対象

給与所得者・年金受給者の還付申告および申告相談
次に該当する人の相談はみよし市役所では受け付けていません。下記の豊田市福祉センターをご利用
ください。
（住宅ローン控除のある人、自営業の人、農業の人、貸家・貸地のある人、土地や建物、株式などの譲
渡や贈与のあった人、消費税の申告が必要な人）

▼とき＝ 2月16日（木）から3月15日（木）まで（土・日曜日を除く）

▼受付時間＝午前9時から11時まで、午後1時から4時まで

▼ところ＝みよし市役所東館3階研修室

●豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）　

対象
給与所得者・年金受給者などの還付申告、住宅ローン控除のある人、自営業の人、農業の人、貸家・貸
地のある人、土地や建物、株式などの譲渡や贈与のあった人、消費税の申告が必要な人および申告相
談など

▼  とき＝2月13日（月）から3月15日（木）まで（土・日曜日を除く。ただし、2月19日（日）・26日（日）に限り受け
付けします）の午前9時から午後5時まで
※混雑状況により、時間内であっても受け付けを終了する場合があります。

▼ところ＝豊田市福祉センター

▼その他＝贈与税の申告期間は2月1日(水)から3月15日(木)まで。消費税の申告期間は4月2日(月)まで
※豊田市福祉センターでの開設期間中、豊田税務署庁舎では申告相談を行っていませんのでご注意ください。

■申告会場のご案内

～申告はお早めに～確定申告～特 集

●みよし市役所会場 　☎ (32)8003　N(32)2585

年金受給者説明会

▼とき＝ 2月2日（木）・3日（金）の午前9時30分から正午まで、午後1時
　から4時まで（受け付けは午前9時30分から10時30分まで、午後1時
　から2時30分まで）

▼ところ＝みよし市役所東館3階研修室

●豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1） 　　

東海税理士会豊田支部主催年  金受給者・医療費控除説明会

▼とき＝ 1月28日（土）・29日（日）の午前9時から正午まで、午後1時
　から4時まで（受け付けは午前9時から9時30分まで、午後1時から
　1時30分まで）

住宅借入金特別控除などの還付申告会

▼  とき＝2月8日（水）から10日（金）までの午前9時から11時まで、午
　後1時から3時まで（受け付けは午前9時から10時30分まで、午後1
　時から2時30分まで）

▼  問い合わせ＝豊田税務署　☎ 0565（35）7777（音声案内により「2」
　を選択してください）

■年金受給者・医療費控除・住宅借入金特別控除などの還付申告会のご案内
　還付申告する人、または所得が年金のみの人を対象に説明会を開催します。説明を聞きながら、自分で申告書

を作成して提出することができます。確定申告期間中は、大変な混雑が予想されますので、ぜひこの期間をご利

用ください。

みよし市

豊田警察署

豊田市福祉センター 豊田加茂
福祉相談センター
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